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序 
 

今後の地球観測に関する我が国の取り組みの基本的な考え方を明確にす
るために、重点分野推進戦略専門調査会に置かれた環境研究開発推進プロ
ジェクトチームの下に、有識者からなる地球観測調査検討ワーキンググルー
プ（以下「ワーキンググループ」）を設置し（平成 15 年 9 月 26 日）、集中的に調
査検討を行ってきたところであり、今般、中間取りまとめを行った。 
 

本調査検討においては、並行して実施されている宇宙開発利用専門調査
会での審議状況に留意するとともに、文部科学省の協力を得て、同省に設置
された地球観測国際戦略策定検討会で収集された情報を活用することとした。
また、ワーキンググループにおける審議に資するため、各分野の専門家から
なる作業部会を設け、各分野の具体的な取り組みについての詳細な調査検
討を行っている。 
 

本中間取りまとめでは、我が国が地球観測に取り組むに際して基本とすべ
き考え方を記述した。今後、各論として、分野別の事項及び分野横断的事項
について、地球観測のニーズと取り組みの現状、今後の取り組みが必要な項
目、優先的に取り組む必要がある項目について調査検討を引き続き実施し、
平成 16 年中を目途として、最終報告を取りまとめる予定である。 

 
本中間取りまとめは、政府としての研究開発予算等の重点化に資するため

に、今後の「科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針」に反映され
るべきであり、また、各省の地球観測に関する取り組みや国際協力計画等の
策定に当たっての指針となることを期待する。 
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Ⅰ．はじめに 
 

地球観測データは、地球科学としての地球システムの理解の他、地球温暖
化等の地球環境問題への対応、地震・洪水・火山災害・山火事等の自然災害
への対処、農林水産資源・鉱物資源の探査等に不可欠なものであり、これま
で国内外において、さまざまな地球観測が実施されてきたところである。 

 
２００２年８月末から９月初めにかけて、南アフリカ共和国のヨハネスブルグ

で開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミ
ット」において「実施計画」が採択され、その中で気候変動等に関する地球の
組織的観測の推進、地球観測技術の開発と幅広い利用の推進等が謳われた。
また、翌２００３年６月にフランスのエビアンで開催された「Ｇ８首脳会合（エビ
アン・サミット）」において採択された「持続可能な開発のための科学技術Ｇ８
行動計画」の一つとして、全球観測についての国際協力の強化が呼びかけら
れた。 
 

こうした地球観測に対する国際的な関心の高まりを背景に、２００３年７月に
ワシントンD. C.で「地球観測サミット」が開催され、国際協力による地球観測に
関する今後１０年の実施計画の策定を盛り込んだ「地球観測サミット宣言」が
採択された。今後、本年４月の第２回地球観測サミットにおいて実施計画の枠
組みを定め、本年末の欧州での第３回地球観測サミットで実施計画を策定す
ることが合意された。 
 

一方、我が国では、関係各省庁においてこれまで、研究観測を含め種々の
地球観測の取り組みがなされてきたところであるが、地球観測に対する我が
国全体としての方針は確立されていない。地球観測の取り組みに対する我が
国としての基本的考え方を明確にし、国際的な対応や各府省の施策を具体化
する際の指針を策定することが必要である。 
 

なお、ここでは「地球観測」を、「地球環境変動の監視・検出や影響予測等
の地球環境問題への対応、気象・海象の定常監視、自然災害の監視、地図
作成（地理情報の整備）、資源探査・管理、地球科学的な知見の充実などを目
的として、大気、海洋、陸域及び地球内部の物理・化学的性状や生態系及び
生態系機能に関する観測を行うもので、全球を観測対象とするもの、または
個別の観測対象は地域的であるが全球の現象に密接に関係するもの」と捉え
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ている。地球観測の目的からして、「地球観測データ」にはこれらの自然科学
的なデータだけでなく全球的な社会経済データを含め、総合的に取り扱うこと
が重要である。 
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Ⅱ．基本戦略 
 
地球観測データは、例えば、地球温暖化問題に代表されるような地球規模

の環境問題の解明や、地震・洪水・火山災害・山火事等の自然災害の軽減、
食料・エネルギー等の資源の把握において重要な基礎データを与えるもので
あり、人類の共有財産として国際的に広く流通と利用が促進されなければな
らない。このため、地球観測データは一国の国益に直結するという側面を認
識しつつも、地球観測においては積極的な国際協力により、国際貢献が図ら
れるべきである。 

 
一方、地球観測は一国のみで、必要なすべての項目、領域、期間を網羅出

来るものではない。アジアに位置する我が国の地理的並びに国際社会におけ
る立場を踏まえ、各国・地域との適切な役割分担を図りつつ、我が国として長
期的な戦略のもとに地球観測を進めることが必要である。 

 
我が国が地球観測に取り組むに当たり、最も基本とすべき考え方は以下の

通りである。 
 
○ 地球観測データは、地球システムの理解を深めるとともに、人類の持続

可能性と福祉を確保するための健全な政策決定及び社会経済活動に
資するものとして、現代国際社会において必要不可欠のものである。 

 
○ 選択と集中による予算、人材等の資源配分の重点化を図るとともに、国

際協力を進め、効果的、効率的な地球観測を国全体として推進する。 
 

○ 国際協力による地球観測システムの構築・運用に際しては、我が国の
持つ技術や地域特性における強みを生かし我が国の独自性を確保す
るともに、我が国として戦略的に重要な項目、領域、期間については積
極的に取り組む。 

 
○ アジア、特に東アジア・東南アジア、並びにオセアニアを中心とする地域

との国際協力を強化し、特に、開発途上国を中心に当該地域の発展に
資するべく、人材育成、基盤整備等により地球観測に係る能力開発を
進める。 
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Ⅲ．取り組みの考え方 
 
 
１． 利用ニーズ主導の観測計画 

 
地球観測は多岐にわたる目的を有しており、また地球観測データの利用ニ

ーズは、政策決定、行政、研究、教育、商工業、農林水産業、サービス業、市
民生活等、広範囲にわたる。観測計画は、目的が明確化され、地球観測デー
タの利用ニーズに立脚したものでなければならない。 

 
特に、地球環境問題への対応や自然災害の軽減のため、長期モニタリング

を充実させること、プロセス解明を目的とする研究及びモデル研究が必要とす
る地球観測データを提供することが重要であり、ニーズの適時・的確な把握に
努めることが必須である。 
 
 
２．統合した観測体制の構築と強化 

 
地球観測は、地球を構成する地圏、水圏、大気圏、雪氷圏、生物圏の実態

を種々の空間スケールと時間スケールで把握するものであり、さまざまなプラ
ットフォームと観測手段が採用される。いずれも単一の観測だけで、必要十分
なデータの収集が出来るものではなく、地上、船舶、航空機、衛星を統合した
包括的、継続的な統合地球観測システム（観測体制）の構築・強化を図ること
が重要である。その際、以下の点に留意する必要がある。 

 
統合地球観測システムの構築においては、既存の観測システムの活用を

図るとともに、国内外の新たなニーズに応じ新たな観測システムを導入する必
要がある。また、必要に応じて柔軟に変更・発展できる統合地球観測システム
を構築することが重要である。 

 
観測システムにはデータシステムが含まれる。また、地球観測データとして

自然科学的な観測データに加えて、人口統計、鉱工業活動、農業生産等の全
球的な社会経済データの充実が図られるべきである。 
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地球観測データは、将来の衛星による観測の活用機会の増大、モデル出
力データの利用拡大等を考慮すると、必然的に大容量なものになると予想さ
れる。したがって、大容量データから有用な情報への転換とデータ利用を効率
的・効果的に行うための、高度なコンピュータ技術・通信技術を活用した統合
的なデータ利用システムの整備が必要である。 

 
さらに、地球観測データから有用な情報を得るためには高度に品質保証、

品質管理がなされる必要がある。そのため、計測機器・観測システムの高度
化、標準化とともに、品質管理が効率的に行えるデータ利用システムを開発
する必要がある。 
 
 
３．新技術の研究開発 

 
新しい計測機器や船舶・衛星等のプラットフォーム等、新たな観測システム

の開発には、長期間を要することが多い。将来の地球観測の方向性を見据え
て、我が国の持つ技術の強みを生かしつつ、先駆的かつ積極的に取り組むこ
とが必要である。 

 
今後必要になる大容量データ情報の分析・活用技術や、観測・モニタリング

及びモデル研究等からのニーズに応える新しい計測技術の研究開発を推進
していくことが重要である。また、既存の観測技術においても、ニーズに応じた
必要十分な品質のデータ取得を可能にするための技術の高度化、標準化を
図る必要がある。 
 

地球観測に用いられる計測機器について、費用対効果に優れ、長期運用
可能な自動化された観測センサー等の革新的な技術は、統合地球観測シス
テムを飛躍的に進歩させると期待され、革新的技術開発を促進する必要があ
る。 
 
 
４． 研究観測から業務的な観測への移行 
 

地球観測の多くは、長期的な観測・モニタリングを必要としている。しかし、
我が国の大学や研究開発機関等において実施されている地球観測は、比較
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的短期の競争的研究資金による研究や短期の研究プロジェクトとして取り組
まれることが多く、継続性を確保することが困難な状況にある。 

 
長期間の継続が要請される重要度の高い観測・モニタリングに関しては、

研究開発機関等において長期的な運用を可能とする体制を整備するほか、
関係府省・機関で行われている観測業務の一環として実施する等、継続性を
確保するための方策を検討することが必要である。また、データ利用者による
受益者負担のあり方、国から民間への移管による民間活力の活用等につい
て併せて検討する必要がある。 
 
 
５． データの公開と流通 
 

地球観測データは国益をもたらすものであると同時に、人類の公共財として
の意義を有している。したがって、データは取得後、国内外のすべてのデータ
利用者から、可能な限り速やかに最小の費用で、容易にアクセスが可能であ
ることが求められる。 

 
データの公開に際しては、国際機関等におけるデータ公開原則を尊重する。

研究者主導による研究観測に係るデータの公開については、研究者の一定
期間の優先的使用権に配慮する必要がある。 

 
データの流通を促進し、広範囲の利用者のデータへのアクセスを容易にす

るため、既存システム・体制、規格の活用を図りつつ、データの共有化システ
ム・体制を構築するとともに、データフォーマットの標準化を進めることが必要
である。 
 
 
６．国際協力 
 

地球観測において、観測データの時間的・空間的ならびに項目の空白を埋
め、またデータの各国間の流通を促進するため、先進国・開発途上国それぞ
れとの適切な役割分担や共同作業により経費の最小化を図りつつ、国際協力
による統合地球観測システムの構築を戦略的に推進することが必要である。 

 



 - 8 - 

このため、特に我が国の地球観測体制の優位性が確保できるアジア並び
にオセアニア地域において、当該地域の地球観測能力を有する国・地域との
相互の協力を進めるとともに、これらの国・地域との連携の下に、開発途上国
における教育・研修、基盤整備等を適切に支援し、地球観測能力を高め、アジ
ア並びにオセアニア地域の地球観測推進体制の構築・強化を図る必要があ
る。 

 
さらにこの際、地球観測の有用な情報を相互に活用するために、関係国の

主体的な参加を得るとともに、関係国間の協力・協調をさらに促進するよう努
めることが重要である。 

 
一方、我が国は、東アジア・東南アジア地域、アジア・オセアニア地域、及び

地球規模の階層構造のそれぞれにおいて、利用ニーズに即した地球観測及
びデータ利用・研究に国際的リーダーシップを発揮することが重要である。 
 
 
７． 推進体制等 

 
我が国における地球観測はこれまで国が主体となり、関係府省・機関の業

務として、あるいは研究開発機関や大学等における研究観測として、それぞ
れの行政目的、研究目的の下に実施されてきた。しかしながら、今後の地球
観測においては統合的な観測体制の構築と強化が要請されており、利用ニー
ズ主導による統合地球観測システムの構築・運用を効果的、効率的に推進す
るため、戦略的に関係機関間の調整・連携を推進する体制や組織のあり方に
ついて検討する必要がある。 

 
また、国としての取り組みに加えて、地球観測における民間の利用ニーズ、

データ利用者あるいは提供者としての立場、その果たす役割等について、民
間活力の活用の観点を含め十分な議論を行い、国と民間の連携を進めること
が重要である。 

 
地球観測においては、例えば船舶や航空機を活用した気象観測や環境観

測のように、これまで民間により、あるいは民間の協力により実施されてきた
ものも多く、民間の関与をより一層進めることの必要性は高い。また、地球観
測データの取得は、業務機関、研究機関等による専門的な事業によるもの以
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外にも、一部の教育機関や非政府機関（NGO）等の民間においても実施され
ており、これらの機関で収集されたデータの有効活用の可能性を検討すること
が望まれる。 

 
地球観測の推進に当たっては、その意義や必要性、期待される成果、得ら

れた結果等について、国民に対して積極的に情報を公開し説明することに努
め、理解を得ることが必要である。 
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Ⅳ．今後の調査検討の進め方 
 
 
 本報告においては、今後の地球観測に関する取り組みの基本について、中
間取りまとめとして総論部分を示した。 
 

現在、地球観測調査検討ワーキンググループの下に、①地球温暖化、②地
球規模水循環、③地球環境、④自然災害・地図作成・資源探査、⑤定常観測、
⑥地球科学の分野別に６つの部会を設けて、分野毎に地球観測のニーズ、現
状、今後 10 年程度の取り組みの方向性等の詳細な議論を行っている。また、
⑦データシステム及び⑧国際対応の２つの部会において、分野横断事項につ
いて調査検討を行っている。 
 
 今後、Ⅲ章で提起したいくつかの検討事項に加え、我が国の地球観測の具
体的な取り組みにおける重点化、優先順位付け等の考え方について、宇宙開
発利用専門調査会における審議状況を踏まえ、また各部会からの報告をもと
に検討を行い、最終報告に取りまとめる。 
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参考資料１ 環境研究開発推進プロジェクトチームの設置について 
（平成 15 年 3 月 28 日第 26 回総合科学技術会議決定） 

 
１．趣旨 
  重点分野推進戦略専門調査会に、有識者からなる環境研究開発推進
プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」と呼ぶ。）を設け、
関係各省庁で実施されている環境分野の研究開発の推進、省庁連携研
究の実態等に関する状況について、調査・検討を行い、政府全体とし
ての環境研究の推進に資する。 

 
２．検討内容と進め方 
  環境分野においては、分野別推進戦略において位置付けられている
通り、各省により取り組まれている個別研究を整合的に集成・再構築
し、政府全体として同じ政策目標とその解決に至る道筋を設定したシ
ナリオ主導型の「イニシャティブ（統合戦略）」で推進すべきとしてお
り、これに基づき地球温暖化研究等の重点５課題の推進を行っている。 
プロジェクトチームにおいては、上記の各重点課題の最新動向や関

係府省における施策の取組・連携状況、不必要な重複及び実施中の施
策の効果等について調査・検討する。これらを踏まえ、環境問題の解
決や新たな環境産業の促進等の観点から一層拡充・強化すべき事項を
明らかにし、戦略的に推進すべき研究課題、技術課題とその推進方策
をより具体的に示すとともに、それらの効果的な実施を図るために必
要なフォローアップを行う。 

  このため、プロジェクトチーム構成員を座長とする分科会を設け、
重点課題毎に調査・検討を進める。 

 
３．検討スケジュール 
  平成１５年４月以降に第１回のプロジェクトチームを立ち上げ、調
査・検討に着手し、その内容を「平成１６年度の科学技術に関する予
算、人材等の資源配分方針」に反映するとともに、フォローアップの
ための調査・検討を継続することとする。 
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参考資料２ 環境開発推進プロジェクトチーム名簿 
 
（議員） 
 

阿部 博之  総合科学技術会議議員 

大山 昌伸  総合科学技術会議議員 

○薬師寺泰蔵  総合科学技術会議議員 

岸本 忠三  総合科学技術会議議員 

松本 和子  総合科学技術会議議員 

吉野 浩行  総合科学技術会議議員 

黒川  清  総合科学技術会議議員 

 

（専門委員） 

 

秋元 勇巳  三菱マテリアル㈱取締役相談役 

市川 惇信  (独)科学技術振興機構特別参与 

茅  陽一  (財)地球環境産業技術研究機構副理事長 

小宮山 宏  東京大学副学長 

丹保 憲仁  放送大学長 

日高 敏隆  総合地球環境学研究所長 

虫明 功臣  福島大学行政社会学部教授 

 

（○印は座長） 
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参考資料３ 地球観測調査検討ワーキンググループの設置について 
 

平成１５年９月２６日 
 
（趣旨） 

地球温暖化や水問題などの地球環境問題や、気象、海象、防災、地図作
成など、地球観測に対するニーズの高まりを受けて国内外で多くの地球観測
が実施され、我が国においても各省により種々の取り組みがなされている。一
方、ヨハネスブルクサミット、Ｇ８エビアンサミットなどの場で、地球観測に関す
る国際協力の強化が呼びかけられた。また、地球観測サミットにおいて、国際
協力による今後 10 年の実施計画を来年末までに策定することが合意された。 

 
地球観測を国際協力のもとに効率的・効果的に進める上で、我が国として

の地球観測に対する基本的な考え方を明確にしておくことが必要である。この
ため、重点分野推進戦略専門調査会の環境研究開発推進プロジェクトチーム
において、調査検討を行うこととする。なお、調査検討の結果は、国際的な実
施計画や関係各省施策の策定指針とすべく、総合科学技術会議においてとり
まとめる。 
 
（実施体制及びスケジュール）  

環境研究開発推進プロジェクトチームに地球観測調査検討ワーキンググル
ープを設置し、調査検討を行う。 
平成 15 年 9 月に調査検討に着手し、約 1 年間でとりまとめる。10 年実施計画
の策定スケジュールに留意するとともに、必要に応じて中間的にとりまとめ
る。 
 
 
（調査・検討項目) 
 
（１）国内外における地球観測の現状 

・ 大気（大気化学成分、気象、等） 
・ 陸域（土地被覆・利用、陸上生態系、地形、等） 
・ 海洋（海水温、海洋生態系、海面高度、等） 
・ その他 
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（２） 今後の地球観測において考慮すべき重要事項 （基本的考え方） 
・ 我が国の基本戦略 
・ 我が国としての地球観測の取り組み方 
・ 国際協力のあり方 
・ その他 
 

（３） 今後 10 年間程度を見据えた地球観測の進め方、など 
・ 分野別の進め方 
Ø 環境分野（炭素循環、水循環、大気化学、生態系、汚染、気象、海

象、熱収支・熱輸送等）、防災分野、土地利用、地形・地図分野、資
源等 

・ 推進体制 
・ その他 

 
 
（調査・検討の方法） 

・ WG 会合において必要に応じ、各省、有識者、イニシャティブ関係者か
らヒアリング 

・ 文部科学省地球観測国際戦略策定検討会で収集した情報を活用 
・ 宇宙利用開発専門調査会の審議状況に留意 
・ 適宜、環境 PT 会合でWG 検討状況の報告を受け審議し、とりまとめ 
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参考資料４ 地球観測調査検討ワーキンググループ名簿 

 

薬師寺泰蔵  総合科学技術会議議員 

 

池上徹彦   会津大学長 

〇市川惇信   （独）科学技術振興機構特別参与 

井上 元   （独）国立環境研究所 

地球環境研究センター総括研究管理官 

宇根 寛   国土地理院地理調査部環境地理情報企画官 

岡本謙一   大阪府立大学大学院工学研究科教授 

小池勲夫   東京大学海洋研究所長 

小池俊雄   東京大学大学院工学系研究科教授 

沢田治雄   （独）森林総合研究所研究管理官 

丹保憲仁   放送大学長 

藤谷德之助  気象研究所長 

松井孝典   東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

松野太郎   地球フロンティア研究システム長 

虫明功臣   福島大学行政社会学部教授 

安岡善文   東京大学生産技術研究所教授 

山本 晋   （独）産業技術総合研究所環境管理研究部門副部門長 

横山裕道   淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 

和気洋子   慶応義塾大学商学部教授 

 

（○印は主査） 
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参考資料５ 地球観測調査検討ワーキンググループ審議経過 

 
第１回（１５年９月２６日） 

〇本ワーキンググループの調査検討の進め方についての検討 
〇国内外の状況 
〇地球観測の取り扱う範囲についての検討 
〇地球観測の基本的な考え方についての検討 

 
第２回（平成１５年１０月１５日） 

〇我が国の地球観測の基本的な考え方についての検討 
〇我が国の地球観測の現状分析 
〇今後の地球観測の取り組み方についての検討 

 
第３回（平成１５年１１月１２日） 

〇我が国の地球観測の基本的な考え方についての取りまとめ 
〇我が国の地球観測の当面重視する取り組みについての検討 
〇地球観測調査検討ワーキンググループ部会の設置 

 
第４回（平成１５年１２月１５日） 

〇我が国の地球観測の基本的な考え方（骨子）についての検討 
〇地球観測調査検討ワーキンググループ部会の進め方についての検討 

 
第５回（平成１６年１月１５日） 

〇「今後の地球観測に関する取り組みの基本について（中間取りまとめ）」の
検討（１） 

〇地球観測ワーキンググループ部会からの報告（１） 
 

第６回（１６年２月１２日） 
〇「今後の地球観測に関する取り組みの基本について（中間取りまとめ）」の

検討（２） 
〇地球観測ワーキンググループ部会からの報告（２） 

 
 


